
「アジア・太平洋地域におけるソーシャルワークの現在と未来」 

 

韓 国 
 

社会保障再構築 韓国の試み 

ク インフェ （ソウル大学助教授） 

訳 大島 了（本会国際委員） 

 

 韓国では00年に全ての国民を対象とした年金制度を含む社会保障プログラムが登場しま

した。この制度はNational Basic Livelihood Security(NBLS)プログラムと呼ばれ、全

ての貧困層の最低生活費を保障し、00年より施行されています。それにもかかわらず低所

得家族は所得の二極化や経済の悪化を受け、大きな社会問題となっています。社会保障再

構築は新たな局面を向かえ、関連する諸問題への綿密な調査が必要となっているのです。 

 本稿では韓国の90年代からの社会保障制度構築の成果を検討し、社会保険・公的扶助制

度を含む社会保障制度の発達状況を述べながら、社会に定着する様子を明らかにしていき

ます。また社会保障プログラムにおける所得の不平等や貧困、あるいは貧困化しないこと

への制度の効果についても述べていきます。章によっては韓国における社会保障制度発達

を実体験から述べています。  

 本稿は政策的提案も示しています。低所得の稼働能力のある成人やその扶養家族のため

の所得税の後払い制度、現在の年金未加入者への支援拡大あるいは低所得の高齢者・障害

者の加入などによる特別支援策の強化が必要となっています。労働要求（work require

ments）や仕事を作り，提供し，受給者から支払う者にする（make-work-pay）プログ

ラムといった労働支援を中心とした考え方（work friendly measure）の適用拡充を避け

ることはできません。さらに社会保険制度には再構築の必要性のあるものもあり、特別な

計画を適時作っていくことや統計などで除かれてしまうインフォーマルな部門で働く労働

者なども視野に入れていく必要があります。 

 

１イントロダクション 

韓国は60年代前半からに急速な経済成長をしたことで知られています。90年になるまで

のおよそ20年間は８～９％のGDP成長をし、その後の90年代も6％をこえる成長を続けて

きました。工業化時代以前は世界の中で貧困国の一つでもありましたが、今では世界第11

位の経済国となっています。 

政府は積極的に重要なけん引役を果たし、奇跡的な成長を成し遂げました。それとは対

照的に社会福祉施策については最低限の役割しか果たしてこなかったのです。 

社会福祉はその初期には恩恵や海外からの緊急支援などとしてしか認識されませんでし

た。60年代初めから90年代までの社会保障プログラムを簡単に紹介しますと、この期間は

大企業に勤める特定の職業グループや産業界に所属する労働者による社会保険制度、また

各自治体による公的支援や社会福祉サービスに非常に依存していた社会保障システムの発



展期であったと位置づけられます。このシステムによって小さな政府の傾向が生じ、この

時代では独裁政権の合法化、あるいは経済成長の誘導を目的とした社会福祉制度であった

と理解することができます（Lee99）。 

 97年の金融危機は韓国の社会保障プログラムのターニングポイントとなりました。当時

の福祉制度は金融危機によって高まった福祉ニーズに十分に応じられないことがすぐにわ

かり、社会保障施策における政府の役割放棄とも評価されたのです。そのため、政府は真

剣な取り組みをし、初めて社会政策として相当な努力を重ねました。行政はこの金融危機

によって生じたニーズ対して有効な社会保障プログラムの発展を模索しました。社会保険

の適用を用い、不利益を受けた層にも適用を試みるなど公的支援策は際立って改善を見せ

たのです。 

 しかしながら社会政策としての努力がこの危機以来尽くされてきたとはいえ、大きな成

功を収めたとまでは言いきれません。本稿では90年代中頃までの社会保障再構築の努力を

示しています。社会保障プログラムにおける所得の不平等や貧困、また貧困化しないこと

への対策などはまだ試されている段階であると言えます。関連する諸問題についてよりよ

い社会保障制度のために日々議論されているところなのです。 

 

Ⅱ韓国における社会保障プログラム 

 韓国における社会保障プログラムは、社会保険、公的扶助、社会福祉の3つのカテゴリ

ーに分類されます。社会保険はその加入者にのみ提供され、公的扶助は低所得者やその家

族に直接資源配分が行われます。社会福祉は様々なヒューマンサービスを含んでいます。

ここではその主な特徴を述べていきます。韓国の社会福祉は低所得者へ提供される場合、

公的扶助の一部として一時的に位置づけられていることも付け加えます。 

 

 社会保険制度 

 国民年金、雇用保険、労災保険、そして国民健康保険は韓国における四大保険です。労

働者の保険料支払いによる財源によって、給付対象とされる退職、障害、死亡、解雇そし

て病気などのリスクを負った人々への給付をします。国民年金計画は88年に導入されまし

た（１）。最初は10人以上の常勤労働者のいる事業所の使用者、被用者が適用対象となり、

92年には5人以上の被用者のいる会社に強制適用、95年には地方部の農業・漁業・自営業

者も対象となりました。さらに99年には都市部の自営業者、5人未満の労働者のある事業

所の使用者、被用者についても強制適用となっています。当初443万3千人であった被保険

者は03年には1718万1千人に増えています。しかしながらそのうちの455万4千人という

実に25％以上の人々が様々な理由のため支払い義務を免れている状況です（Moon04）。 

（１）国民年金制度は民間企業労働者や自営業者が加入する公的年金制度の一つです。公的年金制度は、

国家公務員年金、軍人年金、民間学校教員年金、を含めたものです。加えて、個人年金というものが一般

市民のためのものとして存在しています。退職金制度は５人より多い労働者のいる事業所の労働者への所

得保障として機能してもいます。 

 



 国民年金における最近の課題の一つは、財政の不均衡状態です。40年間の保険料支払い

に対し、当初生涯賃金の70％の年金給付としていましたが、98年には60％の給付に変更

されました。保険財政の金利が9％とすると2040年には積立金が底をつくとされており、

急速な高齢化が韓国社会において財政上の問題にも影響するのは必至です。 

 

 保障範囲の急速な拡大によって被用者と自営業者との間の負担の平等について社会的関

心が集まりました。多くの自営業者は被用者との比較で、自営業者自らの深刻な所得状況

を明らかにしていきました。しかしながら政府は、正確な収入状況だけを見る努力を一層

しており、この点での近い将来の改善はないと考えられます（Moon04）。 

 

 今でも国民年金制度から多くの低所得者が除外されていることは広く知られていません。

60歳未満の経済活動人口2100万人のうち、87％は04年の6月から公的年金制度に加入し

ています。しかし実際に支払っている人はその労働者のうち58％に過ぎません。43%が無

収入の状況と報告され、そういった被保険者は数は1000万人を越えるのです（２）。彼ら

は支払いから逃れており、誰も傘に入らない状態（de facto non-participants）そのもの

といえます。 

（２）国民年金制度への参加可能な被保険者とは事業所を中心とした被保険者と個人での被保険者に分け

られます。常勤職員が5人より多い事業所で働く事業所単位の被保険者と自営業、不定期の被雇用、パー

トタイマー、零細な事業所での被雇用、無収入状況の労働者などで不安定な経済状況の被保険者です。 

 

 95年に始まった雇用保険制度は、Unemployment Benefit Program(UBP)として失業

状態にある労働者を対象に始まりました。UBPの範囲は30人以上従業員のある会社に限ら

れていましたが、98年までに一人でも従業員のいる全ての会社へ適用されるに至りました。

そして04年には一ヶ月未満の期間で雇われる労働者への適用もされ始めています。 

 

 この急速な拡大にもかかわらず、相当数の労働者が未だに保険対象とされていません。

04年時点で全労働者のうち37％を保障しています。雇用保険に加入する資格のある全ての

賃金収入のある労働者の少なくとも60パーセント以上を締めています。定期賃金収入のあ

る労働者の60％は実際にカバーしていますが、小さな会社の労働者や一時的な雇用をされ

る労働者の多くがUBPから除外されている状況です（Hwang05）。 

 63年から始まった労災保険Work Injury Insurance(WII)はわが国最初の社会保険制度

です。この制度には業務上の怪我や病気、死亡に対する補償を6つの給付プログラムでし

ています。怪我の場合は治療や現金給付を失った賃金の70％程度が補償されます。最初は

鉱業や製造業で働く人々に適用され、現在までに経済活動をしている全人口の45％にまで

適用拡大されました。小規模の会社の労働者を中心に一層の拡大を求めていますが実現は

されていません（Lee,Hur,Kim01）。 

  

健康保険制度の計画は77年に500人をこえる大企業の労働者の加入でスタートしました。

89年には国民皆保険制度となり、事実上全ての使用者、被用者、自営業者が対象となりま

した。300以上の医療保険組合がその対象者ごとに、被用者、自営業者、公務員教職とい



った3つのカテゴリーに分類されており、さらに00年7月には国民健康保険公社がそれらを

まとめる中央機関として設置されました。公社の設立がありながら3分類された対象者に

ついて制度上の統合は未だ実現していない状況です。 

  

 この急速な適用の拡大は限定的な給付や低い保険料設定（05年時収入の4.3％）ととも

に実施されました。患者は保険サービス、保険外サービスの両方で手持ちにない相当な費

用負担を強いられます。医療・健康への自費での支払い割合は87年の73％から98年の5

4％に減じています（Kwon03）。03年には41.9％となっておりますが、これはOECD諸

国のうちメキシコの50.5％、ギリシャの46.5％、に次ぐ水準です。私的な医療・健康への

支出割合の高さは低所得世帯の家計に支障をきたしています。 

 社会保険の総支出は90年から02年にかけて一年に20％以上と大変な伸びを示していま

す。公的年金と健康保険制度は12年の間で3倍もの財政状況になりました。それに対し、

高齢や障害のない労働者に重要な給付を提供している労災保険と失業保険は、違った状況

です。労災保険は同じ期間で年7％の増加をしてきました。失業保険は90年代の金融危機

で支出があったもののそれ以来落ち着いています。 

グラフ2.1 社会保険支出90年～01年 
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 これらの社会保険制度は、労働者の定年退職、死亡、障害や失業さらに何らかの健康上

の問題で臨時の支出をするときの収入減少に応じた保険となっています。こういった制度

は特に貧困対策としてのものではなく普遍的な保障を実施しており、先進国の中では貧困

を減らすことに公的扶助制度以上の重要な役割を果たしています（３）。社会保険制度は

普遍的な制度としてそういった国々の間で同様の意味を持ってきましたが、韓国では大変

多くの低所得世帯がこの制度からはずされてきてしまいました。韓国において、社会保険

は道徳的権威の使命を果たしてきましたが、より一層の対応策をとることに賛同する声が

政策担当者や専門家の間でも強くなってきています。 

（３）たとえば、アメリカの貧困層家族は８９年に3回を超える保険給付を受けています（Danziger,Wei

nberg94）。こういった社会保障制度が特に80年代半ばに56％から14％に高齢者を含む貧困率の低下を

示しました（Burtless84）。 

 



 公的扶助 

一般歳入を財源とする公的扶助制度は不足する現金収入や低所得世帯の消費のための制

度です。ミーンズテストの適用によって貧困・低所得の世帯へ給付することを目的とし、

金銭や物的資源を直接にその層へ分配します。韓国における公的扶助制度はNBLSや医療

給付、老齢年金、障害手当て、一人親世帯支援なども含まれています。 

 

 公的扶助は61年に生活保護法によって始まりました。00年にNBLSによって位置づけな

おされた生活保護制度ですが、開始当初は厳しい適用制限があり、また給付も微々たるも

のでした。稼働能力を失った成人のいる世帯だけに小額が適用され、稼働能力のある成人

のいる世帯には医療扶助・教育扶助・就労支援のみが適用されました。受給者や給付量は

政府の予算制約によって気まぐれに決められることも少なくなかったのです。 

 

NBLSはそのような最低生活保障だけを視野に入れた生活保護（LP）とは根本的に異な

るものです。とりわけ現金給付は、他の諸給付同様、稼働能力のあるなしに関わらず全て

の貧困世帯に適用されています。 

 

加えて、NBLSは権利としてのプログラムといえます。政府は家計の状況を含めいかな

る理由があろうとも対象となる世帯への給付を拒むことはできません。受給の所得基準は

ほとんど政府の自由裁量で決められる貧困ラインによって毎年確定します。家族構成など

によって変化する貧困ラインは三年毎に計算しなおされ、消費者物価指数に近いものとな

るよう基準がリニューアルされます（４）。適用世帯は確実に資産評価を受け、近親者、

近隣者などによって物的な支援をその者たちにしてはならない、ともされています。 

（４）00年では貧困ラインは、おおよそ世帯収入の中央値の40％程度でした。 

 諸給付と受給者の賃金収入と組み合わせて、現金給付が決められた貧困ラインまでの収

入として保証されています。諸給付は、衣料・教育・住宅・出産・葬祭で構成されていま

す。現金給付を受けようとするのであれば、17歳から60歳までの稼働能力のある人は、職

探し支援・職業訓練事業・賃金助成金・公的就労事業・自治体のサービスなどを含む自助

プログラムに参加しなければなりません。彼らがこういった労働要求に応じなければ、最

終的に給付を受けることができなくなります。 

 

 医療給付プログラムは診察・手術・処方・入院を含む様々なサービスを提供しています。

NBLSの受給者は自動的にこの医療サービスの対象者となります（５）。このサービスは国

の一般財源からなっており、仕事をすることができない世帯は無拠出で国民健康保険制度

に加入することになります。その他の世帯は本来の拠出の15パーセント程度を支払うこと

で保険適用されています。 

（５）社会のために事故などで怪我、死亡などに至った本人やその家族などを対象とする災害援助プログ

ラムを含めた受給資格になります（国民年金公社05）。 

 

 99年に国民年金制度から除外されていた低所得高齢者の支援が導入されました。年金制



度が始まって以来98年に皆年金制度となりましたが、その際にも65歳以上の高齢者はこの

制度に参加できませんでした。98年の7月から世帯の収入が十分低いものとされる貧困ラ

インの150から200パーセントを下回る場合、老齢年金制度から月額25から50ドルという

小額の現金給付が提供されてきました。65歳以上のNBLS受給者も現金給付を受けられる

ことになっています。労使分担ではない老齢年金制度は一般の税を財源として拠出されて

います。 

 

 公的扶助制度は障害者や一人親家庭を見離しているといえます。90年に貧困層の障害者

への現金給付が障害者手当てとして始まり、13万9千人が利用する月額60ドルの給付水準

まで拡充してきました。しかしNBLSの利用者にはいまだ厳しい適用状況です。90年に導

入した一人親家庭支援も6歳以下の子供のある家庭には児童手当を支給し、低所得一人親

家庭で義務教育にある子供がある場合は教育費を払うことにもしました。 

 

 社会福祉サービスは就労訓練・雇用支援・食料支給・相談そしてその他のヒューマンサ

ービスを提供しています。社会福祉は貧困層や社会的弱者となりやすい高齢・障害・子

供・女性へ多くのものを提供してきました（国民年金公社05年）。かつて社会福祉サービ

スは居住サービスの形で提供されてきましたが、地域住民のサービスは広がりをみせ、主

要なものとなっています。 

 

グラフ2.2公的扶助支出90年～01年（公的な健康サービスを含まない社会福祉サービス） 
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 グラフ2.2は政府による公的扶助や社会福祉への支出を表しています。公的扶助が多くを

占めている状況は、生活保護制度と医療扶助を含めたNBLSによるものであると説明する

ことができます。公的扶助の支出は、90年から02年まで年23％の増加をし、社会福祉の

利用は年52％を超える増加を見せています。しかしながら公的扶助や社会福祉への支出は

社会保障全体の支出から見ると大変小額であるといえます。 



 

グラフ2.3 ＧＤＰに占める社会保障支出（％）90年～01年 
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社会的支出全体 

 社会的効用は、公の社会福祉の消費量と同様に、法律上の支給によって義務付けられた

個人消費を含めた社会的支出を用いてはかることもできます。グラフ2.3は、90年から02

年のＧＤＰに占める社会的支出の割合を示したものです。90年代初頭社会的支出はＧＤＰ

の４％に上がり90年代半ばでは５から６％に増加しています。金融危機直後は１１％とい

う上昇を見せその後０１年には８．７％となっています。 

 

 社会的支出は90年代後半から00年代初頭には相当な増加をみせたものの、他のＯＥＣＤ

諸国と比べてまだまだ低い状況です。スウェーデンやデンマークのようなヨーロッパの

国々ではＧＤＰの３０％という最高水準を見せています。アメリカ、日本でも１５％の水

準であり、メキシコだけが韓国と同様の水準です。 

 

表2.1 ＯＥＣＤ諸国の社会的支出（ＧＤＰに占める割合98年） 

 

 韓国 メキシコ アメリカ 日本 フランス デンマーク スウェーデン 

% ( G D P

中) 

8.7 8.22 14.96 15.05 28.82 30.10 31.47 

 

 

 

 



Ⅲ 最近の経済状況 

 韓国は経済成長と公平な分配の両方をなしえてきた模範的な例として考えられてきまし

た。80年終わりから90年代半ばまでは所得の不平等が改善されてきていたのです。しかし、

その後の特に97年の金融ショックによって下降に突入してしまい、経済成長は澱みはじめ、

所得の不平等は悪化するばかりでした。 

 

表3.1 都市部労働者月間世帯収入の水準と配分の状況（82年～02年） 

 

 

    全収入の分配状況 

 中央値 平均値 ジニ係数 最下層 第四層 第三層 第二層 最上層

上位世帯５％占め

る冨の割合 

82 531 625 0.309 7.8 12.8 17.6 22.6 39.2 14.6 

83 587 686 0.308 8.0 13.1 17.0 22.5 39.3 14.7 

84 628 741 0.310 7.9 13.0 17.1 22.8 39.2 14.7 

85 657 774 0.310 8.0 13.1 17.0 22.6 39.4 14.7 

86 720 840 0.305 8.0 13.2 17.1 22.8 38.9 14.2 

87 810 950 0.307 8.0 12.8 17.6 22.7 39.0 14.4 

88 873 1022 0.301 8.3 13.2 17.1 22.6 38.7 14.3 

89 1029 1207 0.303 8.3 13.2 17.1 22.5 39.0 14.6 

90 1132 1307 0.296 8.4 13.4 17.3 22.6 38.3 14.2 

91 1291 1476 0.291 8.5 13.5 17.5 22.7 37.7 13.9 

92 1421 1616 0.285 8.6 13.7 17.6 22.8 37.2 13.6 

93 1477 1678 0.283 8.7 13.7 17.6 22.9 37.1 13.4 

94 1592 1815 0.287 8.6 13.5 17.6 22.9 37.3 13.6 

95 1717 1946 0.285 8.6 13.6 17.7 23.0 37.2 13.4 

96 1842 2082 0.291 8.3 13.4 17.7 23.1 37.4 13.4 

97 1891 2121 0.284 8.4 13.7 17.9 23.2 36.9 13.0 

98 1564 1812 0.320 7.4 12.8 17.1 22.5 40.6 16.7 

99 1597 1879 0.325 7.4 12.7 17.0 22.8 40.0 16.0 

00 1675 1962 0.321 7.6 12.8 17.1 22.6 39.8 16.1 

01 1755 2064 0.323 7.6 12.7 17.1 22.7 40.0 15.9 

02 1839 2140 0.314 7.8 12.9 17.2 22.8 39.3 15.1 

 

 

 世帯収入の水準と分布の傾向 

表3.1の左側2列は82年から02年までの毎年の都市部労働者の世帯収入と平均値（中央

値）の推移を表しています。データは韓国統計局の世帯収入と支出概説（82-02）によっ



ています（６）。表中の収入を見ると、消費者物価指数を用いたインフレ調整を経ても200

0ドルを常に表しています。 

 

（６）世帯収入と支出概説は、一月の家族の収入と支出の情報を選びダイアリー形式を用いている。韓国

の72の都市に住む6,200世帯のサンプルを含んでいるが、一人世帯はサンプルから取り除かれている。02

年まで世帯主が自営業あるいは失業であった場合の世帯収入は除かれてきた。その上この概説の世帯収入

の情報は、都市部の労働者が世帯主である世帯だけをあらわしている。 

 生活基準を中央値化した家族の収入は、典型的な家族がどのような収入配分で暮らして

いるかをあらわしている、といえます。この層の家族収入は、平均の家族収入よりも、分

配のより多いあるいはより少ない両端の変化の影響を受けることが少ないのです。 

 

グラフ3.1 都市部労働者世帯収入中央値と平均値（82年～02年） 
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中央値と平均収入は82年から97年まで急速に伸びてきました。中央値は、82年から92

年で168％に増え、92年から97年で33％増しとなっています。平均値も中央値ほどではな

いですが急速な伸びを見せ、82年から92年に159％増加し、92年から97年に31％増しと

なっています。97年の終わりにおきた経済危機はこの収入状況に大きく突然の低下をもた

らしました。97年98年に17％中央値は下がり、平均値は15％下がりました。02年には平

均値は危機の前までに回復しましたが、中央値は回復しませんでした。 

 表にある所得公平の二つの指標は、傾向が82年から92年で終わっていることを示してい

ます。このジニ係数は80年代初めから0.31程度で推移していました。80年代半ばから97

年に低下を示しますが、経済危機直後0.32に増加し、80年代前半に比べ明らかに増加して

いきました。そして最近までその影響は似通ったレベルで続いているのです。 

 

 表3.1は所得の集中を5階層に表し、全ての家族収入の割合を表しています。02年に最貧

困層は7.8％であるのに対して最富裕層は39.3％となっています。これは最貧困層の５倍

の所得を富裕層が得ていることを意味しています。また特筆すべきは富裕層人口の上位



5％が家族収入全体の15.1％を占めているということです。 

 

 5階層の占める割合もまた82年から97年に改善を示しています。第１番目の上位所得層

は、39.2％から36.9％に減じており、他の所得層が増加しています。下位の第4、第5層は

20.6％から22.1％に増加しています。この傾向は98年から変わりました。第1上位所得層

は全体の40％近い所得をしめているのです。他の4階層は98年に一時的に止まり、02年ま

で戻っていません。特に第3、第4層は悪化を示しています。最下層は最近拡充された公的

な支援プログラムによる受給が可能です。 

 

貧困層と低所得層の傾向 

政府は00年より貧困の定義をし、生活に必要な収入の最低基準と一致するよう取り決め

ました。その基準は家族を単位としています。もし家族が報告する所得がこの基準を下回

る場合、家族構成員は貧困の状況として把握されます。表3.1は、00年に公式に示された

貧困ラインをもとに96年から04年までの都市部の労働者のうちの貧困層を示しています。

低所得層についても、貧困ラインの150％と規定されています。注意しておきたいのは全

人口を把握した数字ではないということです。データでは地方の世帯も都市部の自営業・

失業中の世帯主の世帯も含まれていないのです。 

 

 グラフ3.2によれば90年代半ばから都市部世帯の3ないし4％しか貧困ではありませんで

した。経済危機によって98年には8.2％が貧困化し、02年までもとの水準には戻りません

でした。しかし03年には再び貧困が増え始めているのです。低所得世帯も同様の傾向を示

しています。97年には13％より少ない数値でしたが、98年には22.7％まで上昇し、04年

に13％強まで戻りました。 

 

 グラフは貧困層、低所得層の悪化する経済状況を示しています。地方の住民のほうがよ

り貧困の傾向があり、自営業者季節による不定期の被雇用者なども、最近の不景気の影響

を受けています。しかしこれは都市部の労働者世帯を中心に、貧困の統計に反映されてい

ない可能性があるのです。事実『世帯収入と消費04年』によれば、自営業の世帯を含める

と、貧困率は04年に8.5％に上がるとされています。労働している世帯同様に労働をして

いない世帯の収入情報を八つの評価基準で見る『世帯収入と支出の概要』からも同水準の

貧困率が示されています。自営業の世帯も含めれば、貧困率は96年に3.8％、00年に7.9％

となります。最近のデータによれば金融危機以前よりも高い水準で貧困状態が続いている

ことが指摘されています。 

 

 

 

 

 

 



グラフ3.2 都市部労働者の貧困、低所得の割合 
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加えて、社会保障プログラムが90年代終わりからかなりの貧困層への保障拡充をして以来、

貧困を減らすプログラム効果が上がってきています。しかしこれは言い換えれば、労働市

場での収入の上昇による貧困の割合であるということです。グラフ3.3にも示されています

が、たとえば96年では社会保険や公的扶助のような収入に取って代わる公的支援を除けば

貧困層が4.5％となりますがが、これは労働市場に参加する世帯の貧困率に非常に近い数字

といえます。04年でみると労働者世帯の貧困率は5.8％ですが、自営、失業状態の世帯を

含めれば10.4％となるのです。事実上の貧困率は、全労働収入から見た貧困率よりも相当

高い水準なのです。 

グラフ3.3 都市部労働者の公的支援の有無による貧困の割合（上：支援なし） 

4.5

3.7

8.4
7.7

5.8
5.1

4

5.7 5.8

4.4

3.6

8.2

7.4

5.4

4.6

3.5

5.1 5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

貧困層化率

貧困層率

Ⅳ 韓国における社会保障再構築の問題点 

 韓国は急速な経済成長を工業化時代に公平な所得をともなって実現してきました。しか

しながら90年代後半経済成長はスローダウンし、所得減少の広がりを見せました。特に低

所得世帯は最近の景気悪化の影響を受けたのです。多くの専門家が貧困層・低所得世帯が

今後も増えると指摘しています。社会保障プログラムの強化がされながら、社会保障再構

築が真剣に考えられ始めています。いくつかの重要な論点を以下に示していきます。 



低所得層は社会保険によって保護されていない。 

 

 韓国で99年に誰しもが受けられる普遍的な制度として登場した公的年金制度の拡充にも

かかわらず、年金受給者は非常に少ない状況といえます。表4.1は65歳以上の受給者人口

を示しています。受給者は、03年には12％を越える状況です。 

 

表4.1 65歳以上の年金受給の状況（国民年金、公務員年金、民間学校教師年金、軍人年金） 

 2000 2001 2002 2003

国民年金 4.7 6.3 7.5 8.7

公務員年金 1.3 1.5 1.7 1.8

民間学校教師年金 0.3 0.3 0.3 0.3

軍人年金 1.6 1.6 1.6 1.6

合計 7.9 9.7 11.1 12.4

 

 受給者が少ない主な要因はまだ制度が発展の途中にある段階であるからだといえます。

90年代初めに加入できなかった人々は10年の加入をしなければ参加できないものとなって

おり、99年から加入している都市部自営業者のうち、少なくとも40％の高齢者が08年に

ならなければ受給できないことが影響しています。99年には都市部自営業者1000万人以

上が適用になりましたが、実際にはそのうち530万人が参加しました。多くの自営業者と

非正規雇用労働者が参加していない状況なのです（Kim,Lee04） 

  

 表4.2は、失業給付受給者の割合について13％から21％の間で動いていることを示して

います。確実に増えていますが、それでも他の先進国に比べかなり少ない状態といえます。

この状態は厳しい受給資格や給付期間限定によるものとされてきました。しかしこれまで

議論されてきたものとして、最近まで雇用保険からはずされ一人自営業者を営んできた多

くの低賃金労働者があったことが重要な原因と考えられます。雇用保険の資格者は60％を

少し超える程度で、これは先進国の間でも非常に少ない割合です。加えて、約60％の賃金

労働者が実際に保障されてきたのです。 

 

表4.2 失業者数、失業保険受給者数の変遷 

 失業者と雇用保険受給者  

  失業者（月平均）（Ａ) 雇用保険受給者（B） B/Ａ 

2001 845000 112611 13.3

2002 708000 104554 14.8

2003 777000 122666 15.8

2004 813000 174219 21.4

 

 韓国は77年の健康保険制度スタート以来12年間普遍的な保障を成し遂げることで好例を



示してきました。しかし健康保険給付は、すべての家族のニーズに応えているとはいえま

せん。給付は05年に3ヶ月以上保険料支払いをしていない197万世帯のために支えられて

きました。このことは相当数の低所得世帯が国民健康保険制度に守られてこなかったこと

を示しています。 

 

 伝統的な見解として、社会保障は強制的な社会保障を基盤としたできる限り普遍的なも

のとして構成されるべきだ、とされてきました。社会保険でカバーできないニーズは生活

保護でカバーするべきという考え方です。 

 この見解では経済成長の結果、すべての労働者がフォーマルセクターの労働者によって

確実に恩恵を受けることが達成されるという仮定を基本としたものでした（VanGinneken

99）。 

 先進国発展の歴史を見てもこの見解は証明されています。 

 

しかしながら最近の韓国の体験は、この見方を確固たるものとできていません。相当な

低所得世帯が加入せず、事実上社会保障制度から離れています。その多くは、自営業や不

定期な雇用という不安定な雇用状態の労働者たちです。そういった労働者が90年代半ばか

ら増えることを見越していなかったのです。一般的に低所得・不定期雇用の状態にある労

働者が参加することを難しくさせているといえます。政府の社会保障の運営の仕方へのそ

ういった労働者たちが不信感を募らせ、同時に保険制度参加者を落胆させてもいるのです。

場合によっては、相当の低所得者が今後社会保障に守られないことが続いていくことが考

えられます。 

 

保護されていない低所得者への支援 

 

 公的扶助制度は社会保険に保護されないすべての低所得者のためにあります。実際に韓

国では90年代終わりから公的扶助の劇的な拡充がありました。ＧＤＰでみると97年の0.

2％から01年の0.8％に広がっています。増加最大の要因は、ＮＢＬＳプログラム導入によ

るものです。ＬＰプログラム時代の90年代半ばでは30万人の受給者がありましたが、ＮＢ

ＬＳ導入により00年にはおよそ150万人になっています。 

 

 この改革にもかかわらず、ＮＢＬＳ受給者は全人口の3％を占めています。このことは0

0年に全人口の8％と見られていた最貧困層貧困の3分の一よりも少ない程度です。これま

で高齢者、障害者、一人親の低所得者などと分けて実施されてきましたが、受給者は少な

く、支給額も少ないものでした。つまりＮＢＬＳを受けていない貧困層、低所得層は、事

実上どのような社会保障にも含まれていないのです。 

 

 グラフ4.1は貧困、低所得層個人の構成を表しています。貧困層の4分の一は65歳以上の

高齢者で、それ以外は成人かその子供たちです。貧困ラインから1.5倍に満たない低所得者

数でみると高齢者は16％に減っています。 



 

グラフ4.1 貧困層、低所得層個人の構成 
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 稼動可能な成人やその子供は経済の厳しい状況からは、貧困層の中でも低リスクである

と位置づけられます。全人口の90％近くがそういった立場の者でありながら、保護されて

いない低所得者の中で最大のシェアであるのもまたそういった立場の人々であると説明し

ています。例えば、貧困ラインの130％まで賃金収入が上がれば、働くことのできる成人

のある低所得世帯には、ＮＢＬＳからの支給を終了しますが、こういったＮＢＬＳの拡充

はまじめに仕事をすることを妨げる効果があるかもしれません。最近の給付基準としての、

稼ぎが基準である100％に達すれば支給を減額するというやり方は、貧困層の仕事をやめ

てしまうという効果につながっているかもしれないのです。所得税の後払い制度は、所得

増加としての本来の利益増加という面を持ち、稼働能力のある成人やその家族への支援を

より適切に考えることができます。そして、医療給付などといったＮＢＬＳの給付適用が

厳しかった諸給付へも、低所得世帯への拡充が継続できます。 

 

 貧困層の多数が高齢者ではありませんが、高齢者は人口統計学上一つの弱者グループと

いえます。00年には高齢者は28％が貧困層で45％が低所得世帯でした。障害者の経済状

況も似ており、52％が低所得世帯です。最重要課題は公的年金にもＮＢＬＳにも保護され

ていない高齢者と障害者のための社会保障改革です。老齢年金と障害者手当をもっとも自

然で確実に拡充する方法は、保険料拠出がなくとも税によって実現していく方法です。 

 

 低所得世帯を守らない支援のアプローチは、普遍的なプログラムというよりむしろ公の

利益確保を拡充しようという性格のものとして位置づけられます。利益確保への同意は非

常に簡単にとることができます。社会保障の適用を私たちが考えるように相当数の低所得

者への適用拡大をすることは容易ではありません。その上プログラムはコストを下げメリ

ットを得るために、ニーズを抑えつけて限られた資源のみに注意を注ぎます。予算制約が

あると、そういった選択を取り入れやすくなるのです。 

 

 普遍的なアプローチを支持することは韓国において特別支援策拡充による価値を提供し



てきたかもしれません。普遍的なプログラムは切迫した財政予算をもたらしただけでなく、

所得格差の不公平をも生み出しました（Besharov98）。事実普遍的なプログラムとは逆

行しているものもあります。国民年金は高中所得層の高齢者に多大な利益を供給していま

すが、低所得の高齢者にはわずかしか提供していません。１０年後の年金制度が機を熟す

ときでさえ、高所得層が主な受給者なのです（Tchoe，Kim05）。このことは近い将来も、

全ての社会保険プログラムが低所得世帯に効果的な意義あるものとして機能しないことを

意味しています。さらに国民年金制度のように社会保険プログラムの中には低所得者から

の利益提供を目指し、高所得層には利益提供をさせないという改革がされてもいます。先

進国における普遍的プログラムについての宣伝活動は、社会団結や社会保険プログラム構

築の助けになる、あるいは支援のし過ぎは、他国では社会の分断をもたらしている、とい

ったものです（Besharov98）。しかしこれが韓国の現実なのです。 

 

公平と経済成長の融和 

 財政上の配慮や相当な資源再分配がありながら、特別支援策は深刻で現実にある道徳的

な問題を留め置いてしまっている状況といえます。実際に、誰が助けを必要として誰がそ

うでないかを決定することについて本質的な難しさがある上に深刻な依存状況をも作って

しまうことも考えられるのです。受給資格が所得や就労状況を基盤に決定されるとき、

人々は資格者として認められよう、より多くの利益を得ようとします。逆に言えば、公的

扶助のような対象者を絞ったプログラムは向上が期待されるプログラムに即した行動をし

ようとするインセンティブを提供するべきでしょう（Murray84）。 

 

 ＮＢＬＳプログラムも似たような結果を示しているかもしれません。伝統的な公的扶助

プログラムは、全ての現金収入について、その世帯の収入や世帯に関係する貧困状況との

間に関係なく決められます。世帯の収入が基準以上だと適格を失い、もし世帯の所得が増

えると、増加分の支給が減らされます。このことは、ＮＢＬＳプログラムは、受給者の所

得に応じて割引された１００パーセントの支給しかしないと言い換えることができます。

この決定原則は必然的に労働意欲の低下を招いているのです。この支給減が教訓を示して

いるにもかかわらず、いまだ現実のものとしてあるのです。 

 

 ９０年代終わりにＮＢＬＳプログラムが導入されましたが、仕事を失う、ないという状

況の低所得の成人を導いていく役割として関心をもたれました。実際にＮＢＬＳプログラ

ムは導入されたものの、稼働能力のある成人が受給をするといった状況を生み政策上のと

まどいを伴ったのです。最大の支給を受けるために、週１８時間労働よりも少ない時間で

働こうとしたり、ＮＢＬＳの労働支援策の中でのみ働こうとしたのです。 

 

 この労働支援アプローチは進歩的な立場からは厳しく批判を受けてきました。彼らは社

会の欠点の重圧を受けているのです。まともな仕事はまずなく、貧困状態が仕事を得るこ

と続けることの障壁となっています。彼らは、多くの人々がそう考えるように、理由なし

に仕事を強制されるべきでないと思っているのです。彼らの中には義務を果たすために要



求されることを受け入れることができる者もありますが、自分たちがコントロールできな

い理由のもとで仕事をさせられるというペナルティを課せられるような厳しいアプローチ

を警戒しているのです。 

 

 先進国の政策研究者たちの間では社会保障、とりわけ公的扶助が仕事をする気にさせな

い原因となっていると見ている研究者が多くあります（Moffitt92）。所得保障プログラム

が仕事をする気を減らしてしまうという効果は多くの先進国で優先課題と認識されている

のです。再就職支援制度は最も支持されるオプションのひとつのように見えます（Beshar

ov98）。韓国一般市民に、再就職支援制度に反対の声はなく、多くの人々が、稼働能力の

ある人々がその利益のために仕事をしようとしないという後ろ向きな結果を生み出してい

ることに関心を持っているのです。事実、再就職支援制度はマスメディアでも、ＮＢＬＳ

サービス受給者の労働への効果を証明しているとして積極的に報じられています。 

 

 労働要求は貧困層が仕事を避けようとすることを妨げてきたにもかかわらず、社会福祉

サービス提供の最前線にいるワーカーたちは、できる限り長く利用しようとする受給者た

ちについて述べてもいます。そのひとつの理由として、プログラムを終了すると、自由に

使えるお金は、プログラムに居続けるよりも減るからです。プログラムからはずれること

は、ＮＢＬＳプログラムの現金給付と同様にあらゆる給付を失うことになります。これは

諸給付の受給資格が現金給付を受けていることにあるからです。重要な給付のひとつとし

て認識されている医療給付などは、受給者がプログラムを終了することをためらわせます。

したがって、非受給者や低所得者に適用を拡大することはＮＢＬＳプログラム受給終了や

自らの自立心を失わせてしまうことも予想されるのです。 

 

 所得税の後払い制度は低所得世帯の支援と彼らの就労支援を同時に達成するプログラム

であると考えられてきました。あるいは再就職支援制度の一形態といっても良いかもしれ

ません。この仕組みでは仕事をしない、あるいは仕事を失うことでペナルティを受けるこ

とはないのです。つまり、彼らが仕事をすることで金銭的な利益を得ることができ、ＮＢ

ＬＳの労働要求のような厳しさがなくその上、得られる利益は仕事をしているのと同じ状

態となのです。 

 

 所得税の後払い制度導入に反対する人々は、仕事をしない状態への伝統的な支援プログ

ラムへ傾斜しているきらいがあります。普遍的な制度として児童手当は選択性にするのは

どうでしょうか。ターゲットプログラムとして、ＮＢＬＳのような伝統的な労働意欲をそ

いでしまう公的扶助制度より望ましいでしょう。別の選択肢として、公的な雇用も考えて

はどうでしょうか。しかし、こういった選択制度が予算制約や依存といった落とし穴を完

全に避けるとは言えません。 

 

 社会保険適用の拡大 

 韓国はすべての国民に社会保険適用を拡充しようと試みてきました。社会保険の拡充の



主要なアプローチとしては、フォーマルセクターの労働者と、自営や不定期雇用といった

インフォーマルの労働者のための社会保険制度構築を試みていくことでした。最近ではこ

ういった努力が社会保障の適用拡充という発達をもたらしてきました。社会保障に関する

機関、税に関する機関それぞれの承諾、執行状況への改善を一連の管理運営の改革はもた

らすと考えられてきました。 

 

 しかし、基本的な考え方の一層のズレが、停滞してしまった参加率としてもたらされて

しまっているのです。99年の国民年金制度において、収入が無いため拠出が免除される

人々は全加入者の三分の一になります（７）。グラフ4.2にあるように対象者は数年減少し

ましたが、03年には再び増えています。05年4月には全参加者の27.5％である465万人が、

そして個人で加入する者の50.5％が減免になっています。拠出率は本来対象となるの個人

加入者のうち75％にとどまっているのです（Kim05）。さらに重要なことは、1700万人

の参加者のうち60％が実際は支払いをしていないということです（Lee04）。 

 

（７）国民年金制度の個人年金適用者は、収入のある労働者だけでなく収入の無い労働者も含んでいます。

無収入労働者は無収入状態として制度上分けられ、正規雇用でない、あるいは一時的な雇用である労働者

等と同様に分類されます。無収入労働者は被保険者ですが一時的に保険料を免除されます。受給資格や支

給額が決定する最、免除期間は拠出期間から除かます。つまり免除期間は受給資格を失ったり、十分な支

給を受けられないなどのリスクを伴うものです。 

 

グラフ4.2 被保険者数と拠出免除者数 
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 そのような社会保険適用状況の主要な原因は、インフォーマルセクションの労働者の多

くが、緊急の生命上の危機というニーズがなく、それらを優先順位の低い支出として考え

拠出しないのです（Van Ginneken99）。これが韓国における最近の停滞している社会保

険適用の真の姿と言えるでしょう。国民年金公社の見解では、表4.3のように拠出をするま

での余裕に自信がない多くの個人年金被保険者がいるためだとしています。彼らは、保険



適用事業所で勤める人々と比べて、低く不安定な所得の状況なのです。05年に国民年金制

度のために統合されても拠出率は05年には9%になった程度です。国民健康保険の拠出率

を加えると所得の13%を占めることになります。フォーマルセクションの労働者が構成す

る適用事業所の被保険者は、自営業者や不定期雇用の労働者が自ら払う率の半分になって

います。従って参加率が減っていくことが予想され、個人も世帯もこの制度を去っていく

可能性が増えます。 

 

その上、個人年金の参加者は、強制参加である国民年金の制度に納得していないのです。

彼らの多くもまた公社の年金運用に疑いを持っているといえます。 

 

表4.3 年金制度に対する不信の理由 

 

  拠出する余裕がないから 支給が不確定だから 支給量が不十分だから 

拠出 １９．６％ ４１％ ３８．２％

拠出していない ４６ ２７．９ ２４

減免 ４４．５ ２５．６ ２７．８

計 ３８．７ ３０ ２９．４

 

 

他の保険制度も相当数の人々が、制度を離れていっています。雇用保険の適用率は00年

以来全労働者の50％で停滞しています。88年に全員加入となった国民健康保険からも制度

離れが目立ちます。深刻な世帯数が、3ヶ月以上保険料を滞納しているがゆえにサービス

利用ができていない状況もあります。グラフ4.3では全加入者の23％にあたる190万人を越

えていることを示しています。 

 

 

グラフ4.3 国民健康保険に拠出をしていない被保険者数と割合 
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 これに対し社会保険適用の延長という考え方もあるかもしれません。ひとつの解決策は、

韓国がとってきたフォーマルセクターの労働者のために構築されてきたようにグループ分

けをすることです。最近では、税方式を中心とすることも一つの選択肢として提案されて

います。これは参加者に拠出を求めることのない解決策に見えますが、以下の理由で簡単

には実行できないのです。それは一般歳入ではまかなえない莫大な政府の予算が必要とさ

れるからです。 

 

 また別の方法としては、自営業・不定期雇用の労働者といったようにグループ分けをし

て再構築することです。あるいは分けられたグループごとに何かしらの特別策を講じるこ

とも考えられるでしょう。 

 

 Ⅴ終わりに 

これまで韓国における社会保障制度発達についてみてきました。過去20年間の所得不平

等や貧困の変化について説明しましたが、90年代半ばからの貧困の傾向は、低所得家族の

経済状況が一層の社会保障の適用を広げたにもかかわらず悪化をたどっています。社会保

障改革は新たな局面を向かえ、関連する問題への綿密な調査が必要となっています。最後

に本論の主要な問題点を挙げてきます。 

 

 第一に、効果的なプログラムを社会保障システムから阻害されている低所得世帯に広げ

るべきだということです。特に公的扶助は社会保険やNBLSプログラムのどちらにもカバ

ーされない世帯を対象とするべきです。社会保険制度の中で低所得世帯に一層の給付を提

供すること、富裕層への行き過ぎた利益を減らすための改正をしていく必要があります。 

 

 第二に、ワークフレンドリーメジャーは、社会保障制度の発達に避けて通れないものと

なっています。特別支援策は予期しない労働意欲を減らすような行動の変化をもたらしが

ちです。最近の経済状況下でワークフレンドリーメジャーなしのプログラムでは、重要な

効果はおきないと予測される可能性が高いのです。また最近のイデオロギーの状況からは

ワークフレンドリーメジャーなしの特別支援策では政策的な支援の継続をしていくことは

困難であることも予想されます。 

 

 三番目に、韓国は社会保険制度において、フォーマルセクターの労働者だけでなく自営

業・非正規雇用というような労働者への適用拡大を試みてきましたが、この適用方法は非

参加者たちに高い支持をされてきませんでした。新しい社会保険の枠組みが必要とされて

いるのです。参加しやすく、適用外であった人々のニーズに向き合うことが求められるで

しょう。韓国社会は、ヴァン・ヒネケンが国々の発達について提言したように、トップダ

ウン型でなくボトムアップ型のアプローチが求められる段階に来たといえるのです。 

 

 工業化時代を通じて、私たちは公平な富の分配によって急速な経済発展をとげました。



しかし90年代終わり経済成長は留まり、所得の不平等は広がっています。経済成長だけに

頼る貧困問題解消は難しいのです。それだけに、政府による社会福祉プログラムの拡充は

重要課題である、といえます。 


